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(57)【要約】
　第１ハウジング部分（１００）と第２ハウジング部分
（２００）とを備えた電気的な差し込みコネクタであっ
て、第１又は第２ハウジング部分（１００，２００）内
に刃形接点要素（１０５）が配置されていて、第２又は
第１ハウジング部分内に、刃形接点要素に適合されて刃
形接点要素内に差し込み可能なばね接点要素が配置され
ている、電気的な差し込みコネクタは、留め具（３００
）であって、両ハウジング部分（１００，２００）が互
いに差し合わされたときに、留め具が差し込み方向に対
してほぼ平行に第１又は第２ハウジング部分の周りを取
り囲みながら、第２又は第１ハウジング部分（２００，
１００）内／上でロックし得る留め具によって特徴付け
られている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ハウジング部分（１００）と第２ハウジング部分（２００）とを備えた電気的な差
し込みコネクタであって、
　前記第１又は第２ハウジング部分（１００，２００）内に刃形接点要素（１０５）が配
置されていて、前記第２又は第１ハウジング部分内に、前記刃形接点要素（１０５）に適
合されて前記刃形接点要素（１０５）内に差し込み可能なばね接点要素が配置されている
、
　電気的な差し込みコネクタにおいて、
　留め具（３００）であって、前記両ハウジング部分（１００，２００）が互いに差し合
わされたときに、前記留め具が差し込み方向に対してほぼ平行に前記第１又は第２ハウジ
ング部分の周りを取り囲みながら、前記第２若しくは第１ハウジング部分（２００，１０
０）内で又は前記第２若しくは第１ハウジング部分（２００，１００）上でロックし得る
留め具によって特徴付けられている、
　電気的な差し込みコネクタ。
【請求項２】
　前記第１又は第２ハウジング部分（１００，２００）内に、前記留め具（３００）の留
め具アームを案内するための、差し込み方向に対してほぼ平行に延びるガイド要素が配置
されていることを特徴とする、
　請求項１に記載の電気的な差し込みコネクタ。
【請求項３】
　前記第２又は第１ハウジング部分（２００，１００）内に、前記留め具アームに配置さ
れた対応係止要素と一緒にロックするための係止要素が設けられていることを特徴とする
、
　請求項２に記載の電気的な差し込みコネクタ。
【請求項４】
　前記留め具（３００）がＵ字形に形成されており、
　前記留め具アームが基底部からほぼ直角に角度付けされた２つのＵ字形脚部（３０１，
３０２）であることを特徴とする、
　請求項３に記載の電気的な差し込みコネクタ。
【請求項５】
　前記Ｕ字形脚部（３０１，３０２）は、前記Ｕ字形脚部の、前記第１又は第２ハウジン
グ部分（１００，２００）にそれぞれ向いた内側に溝（３１０）を有しており、前記第２
ハウジング部分（２００）に配置されて突起（２１０）として形成されたガイド要素が、
前記溝とスライドするように係合していることを特徴とする、
　請求項４に記載の電気的な差し込みコネクタ。
【請求項６】
　前記Ｕ字形脚部（３０１，３０２）が対応係止要素として、前記Ｕ字形脚部の端部に係
止フック（３２０）を有しており、
　前記係止フックが、前記第１又は第２ハウジング部分（１００）にスナップ式ノーズ（
１２０）として形成された係止要素と協働することを特徴とする、
　請求項４に記載の電気的な差し込みコネクタ。
【請求項７】
　前記係止フック（３２０）及び前記スナップ式ノーズ（１２０）の互いに向き合う側が
、互いに適合された、斜めに延びるスライド面（３２２，１２２）を有していることを特
徴とする、
　請求項６に記載の電気的な差し込みコネクタ。
【請求項８】
　前記留め具（３００）がプラスチックからなることを特徴とする、
　請求項１に記載の電気的な差し込みコネクタ。
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【請求項９】
　前記両ハウジング部分（１００，２００）が一次ロック手段（１８０，２８０，２９０
）を有しており、
　前記留め具（３００）が二次ロック手段として作用することを特徴とする、
　請求項１に記載の電気的な差し込みコネクタ。
【請求項１０】
　前記一次ロック手段が、前記第２ハウジング部分（２００）に配置された、係止フック
（２９０）を備えた舌片（２８０）によって形成され、前記係止フック（２９０）が、前
記第１ハウジング部分（１００）に配置された開口（１８０）と係合することを特徴とす
る、
　請求項９に記載の電気的な差し込みコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１ハウジング部分と第２ハウジング部分とを備えた電気的な差し込みコネ
クタであって、第１又は第２ハウジング部分内に刃形接点要素が配置されていて、第２又
は第１ハウジング部分内に、前記刃形接点要素に適合されて刃形接点要素内に差し込み可
能なばね接点要素が配置されている、電気的な差し込みコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような差し込みコネクタは従来技術において広く普及している。例えば、特許文献
１に由来する、上位概念に記載された種類の電気的な差し込みコネクタの場合、圧接式端
子－差し込み接点ストリップ（Schneidklemm-Steckkontaktleiste）が設けられている。
【０００３】
　特許文献２において開示されている電気的な差し込みコネクタは、２つのハウジング部
分をロックするための留め具（Verriegelungsbugel）を有している。２つの留め具が設け
られていて、これらは、差し込みコネクタの一方のハウジング部分に配置された軸受けジ
ャーナルに回転可能に支承されている。両留め具をこのように回転可能に支承するために
は、多大な手間のかかる製造が必要になり、さらに、軸受けジャーナル、そしてロック装
置として役立つロック突起は損傷を被りやすい。さらに差し込みコネクタの両ハウジング
部分を確実にロックするために、２つの留め具を操作して拘束しなければならない。
【０００４】
　差し込みコネクタハウジングの類似の二次ロック手段が特許文献３に由来する。この場
合にも、両方の留め具をハウジング部分に回転可能に支承しなければならない。ここでも
２つの留め具が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００４０５４２０３（Ａ１）号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２００８０１９０１６（Ａ１）号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１０２０１００３２０１３（Ａ１）号明細書
【発明の概要】
【０００６】
　＜発明の効果＞
　請求項１の特徴を有する本発明による電気的差し込みコネクタはこれに対して、留め具
をハウジングに固定する必要がなく、別個の構成部分として取り扱うことができるという
利点を有している。したがってこのことは、例えば留め具の損傷時に、留め具を、損傷の
ない留め具と容易に交換できるので特に有利である。さらに、本発明による留め具は、従
来技術に基づき公知の留め具よりも大幅に頑丈且つ安定に形成されている。特に有利な点
は、本発明による留め具が、既にロックされた差し込みコネクタを付加的に固定する特に
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二次留め具でもあり得るので、差し込みコネクタを特に危機的条件（例えば強い振動に晒
された環境、及びこれに類するもの）において使用できることである。一次ロック手段と
して、例えば、係止フックを備えた、第２ハウジング部分に配置された舌片と、この係止
フックが係合する、第１ハウジング部分に配置された開口とが設けられている。本発明に
よれば、留め具が設けられており、留め具は、両ハウジング部分が互いに差し合わされた
ときに、留め具が差し込み方向に対してほぼ平行に前記第１又は第２ハウジング部分の周
りを取り囲みながら、第２若しくは第１ハウジング部分内又は第２若しくは第１ハウジン
グ部分上でロックし得る。これにより、互いに差し合わされた両差し込みコネクタ部分の
特に安定な結合が実現される。
【０００７】
　従属請求項に記載された手段によって、請求項１に記載された差し込みコネクタの有利
な更なる構成及び改善が可能である。
【０００８】
　有利な構成では、第１又は第２ハウジング部分内に、留め具の留め具アーム（Bugelarm
en）を案内するための、差し込み方向に対してほぼ平行に延びるガイド要素が配置されて
いる。このように、一方のハウジング部分において留め具が正確に案内されるとともに、
ハウジング部分に留め具の留め具アームが固定されることも可能になる。
【０００９】
　さらに、第２又は第１ハウジング部分内に、留め具アームに配置された対応係止要素と
一緒にロックするための係止要素が設けられていると有利である。留め具アームに配置さ
れた対応係止要素は係止要素と一緒にロックし、ガイド要素によって、正確な案内、ひい
ては係止要素同士の正確なロックが保証される。
【００１０】
　純粋に原則的には、留め具は種々の形式で構成されていてよい。特に有利な構成では、
留め具が、基底部からほぼ直角に角度付けされた２つのＵ字形脚部を有するように、Ｕ字
形に形成されている。このようなＵ字形の構成は、大抵は直方体形状の差し込みコネクタ
ハウジング部分において使用すると特に有利である。
【００１１】
　Ｕ字形脚部はガイド要素として、Ｕ字形脚部の、第１又は第２ハウジング部分にそれぞ
れ向いた内側に溝を有しており、差し込み方向に対して平行に延びる外側に配置された、
前記溝に適合された突起がスライドするようにこれらの溝と係合していると極めて有利で
ある。すなわちガイド要素は溝と、これらの溝と係合する突起とによって実現される。こ
のことは一方では留め具の正確な案内を可能にし、他方では突起を有するハウジング部分
における留め具の最適な固定をも可能にする。
【００１２】
　Ｕ字形脚部が対応係止要素として、Ｕ字形脚部の端部に係止フックを有しており、これ
らの係止フックが、第１又は第２ハウジング部分に配置されたスナップ式ノーズと協働す
る。溝が突起と協働し、係止フックがハウジング部分に配置されたスナップ式ノーズと協
働することにより、Ｕ字形脚部の正確な案内、ひいてはスナップ式ノーズ内への係止フッ
クの正確な係止が可能になる。このような係止を容易にするために、係止フック及びスナ
ップ式ノーズの互いに向き合う側が、互いに適合された、斜めに延びるスライド面を有し
ていると有利である。
【００１３】
　留め具は純粋に原則的には、種々異なる材料からなっていてもよい。留め具がプラスチ
ック部分から形成されており、このプラスチック部分が容易に製造できるだけでなく、特
に軽量でもあり、これとともに絶縁特性を有していると特に有利である。
【００１４】
　本発明の実施例を図面に示し、以下に詳述する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】図１は、本発明による差し込みコネクタを、両ハウジングと留め具とを相互に差
し合わせる前の状態で示す等角投影図である。
【図２】図２は、図１に示された差し込みコネクタを、差し込みコネクタの両ハウジング
部分を相互に差し合わせた後、そして留め具を固定する前の状態で示す等角投影図である
。
【図３】図３は、図１及び図２に示された本発明による差し込みコネクタを、両ハウジン
グ部分の相互に差し合わされた状態で、しかも留め具が嵌められた状態で示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１～３に種々の差し込み状態で示された電気的な差し込みコネクタが、第１ハウジン
グ部分１００を有している。第１ハウジング部分内には、第１差し込み接点要素、例えば
刃形接点要素１０５が配置されている。このような第１ハウジング部分１００には第２ハ
ウジング部分２００が適合されている。第２ハウジング部分２００は第１ハウジング部分
１００内に周知の形式で差し込むことができ、この第２ハウジング部分２００内には、対
応する対応接点要素、すなわち（ここでは見ることができない）ばね接点要素が配置され
ている。
【００１７】
　さらに、留め具３００が設けられている。留め具３００は主として、Ｕ字形脚部３０１
，３０２を備えたＵ字形構造を有している。Ｕ字形脚部３０１，３０２の内側はＵ字形溝
３１０を有している。これらのＵ字形溝３１０は、差し込みコネクタの第２ハウジング部
分２００の外側に成形された、ここでは直方体状に形成された相応の突起２１０に適合さ
れていて、直方体状の突起２１０が留め具３００の溝３１０内でスライドできるようにな
っている。Ｕ字形脚部３０１，３０２のそれぞれの端部には係止フック３２０が形成され
ている。これらの係止フックの前側、つまり係止フックの、両ハウジング部分１００，２
００に向いた側はそれぞれ傾斜部３２２を有している。これらの傾斜面３２２は、スナッ
プ式ノーズ１２０の相応する傾斜面１２２に適合されている。スナップ式ノーズ１２０は
第１ハウジング部分１００に配置されている。
【００１８】
　図１は、両ハウジング部分１００，２００の差し合わされていない状態を示すのに対し
て、図２は両ハウジング部分１００，２００の相互に差し合わされた状態を示している。
図１及び図２はそれぞれ両ハウジング部分１００，２００のロックされていない状態を示
すのに対して、図３は、両ハウジング部分１００，２００の差し合わされてロックされた
状態を示している。図１及び図２から判るように、ハウジング部分２００は、スナップ式
ノーズ２９０を備えたばね弾性的な舌片２８０を有しており、スナップ式ノーズ２９０は
ハウジング部分１００に設けられた開口１８０と係合する。舌片２８０と、スナップ式ノ
ーズ２９０と、開口１８０とがこのように先に一次ロック手段として作用する。一次ロッ
ク手段は、両ハウジング部分２００，１００の相互のロックを保証する。このようなロッ
クは加えて、留め具３００によって確実にされる。留め具３００はこの場合二次ロック手
段として作用する。つまり両ハウジング部分１００，２００が互いに差し合わされた後、
留め具３００は第２ハウジング部分２００に被さるように押しずらされる。突起２１０は
溝３１０と係合し、そして溝３１０内でスライドする。次いで、係止フック３２０は第１
ハウジング部分１００のスナップ式ノーズ１２０上で係止するか、又はスナップ式ノーズ
１２０と一緒に係止する。この係止は、第２ハウジング部分２００が留め具３００によっ
て固定されている状態で行われる。大きい面積で配置された突起２１０、つまりロックさ
れた状態で溝３１０を事実上完全に埋める突起２１０が極めて有利であることが判ってい
る。このような突起は両Ｕ字形脚部３０１，３０２の正確な案内を可能にするだけでなく
、これにより係止フック３２０の、スナップ式ノーズ１２０に向かう正確な案内をも可能
にする。これらの突起はまた、特に差し込み方向に対して鉛直方向に圧力が加えられたと
きに、第２ハウジング部分２００の確実な保持を可能にする。このような圧力が加えられ
ることは純粋に原則的に見て生じ得る。それというのも、電気導体は図平面に対して垂直
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に導出されるからであり、つまりこの場合、開口２０７内へ例えばフラットリボンケーブ
ル、又は個々の線材が導入されるからである。このようなフラットリボンケーブル、又は
個々の線材は、第２ハウジング部分２００内で、例えば独国特許出願ＤＥ１０２００４０
５４２０３Ａ１号に記載されているように、圧接式端子接点によって接触接続される。ハ
ウジング部分１００はこれに対して例えばプリント基板上に配置されており、接点要素は
相応の導体路を介してプリント基板上で接触接続されている。しかし純粋に原則的には、
電気導体が例えばハウジング部分２００の場合のように図平面から垂直に離れる方向に案
内されるか、又は図平面に対して平行に、すなわち差し込み方向に対して平行に案内され
るように、ハウジング部分１００は形成されていてもよい。
【００１９】
　留め具３００は、ある程度の弾性を有し、軽量であり、そしてさらに電気絶縁材である
プラスチック部分であることが好ましい。留め具３００の上記構成の利点は、これが別個
の部分として構成されていることに見られる。このことは容易な取り扱いを可能にするだ
けではなく、留め具は損傷時に、損傷のない留め具３００と容易に交換することもできる
。さらに、留め具はハウジング部分２００の周りを大きく取り囲む。このことは第１ハウ
ジング部分１００における第２ハウジング部分２００の確実なロック、それも二次ロック
を保証する。留め具の脚部３０１，３０２の内側に形成された溝が第２ハウジング部分２
００に設けられた相応の突起２１０と協働することによって、第２ハウジング部分２００
における留め具の、そして第２ハウジング部分１００における係止要素の、正確であり位
置が定められた案内が可能になるだけでなく、これにより特に安定なロックも達成される
。

【図１】 【図２】
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